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要  旨  

 平成 26 年 11 月７日、市営住宅仲通り団地擁壁の境界問題の第１回目

協議から、既に７年が経過している。 

 当時市は、仲通り団地擁壁が法令違反で、危険な擁壁であることを現

況調査等により確認し、早期の危険除去の必要性から、緊急工事として  

●●に測量図、工程表、図面、要望書等を提出し、仲通り団地擁壁改修

工事の履行による適法化工事を確約した。 

 しかし、市は、平成 28 年１月 18 日に突如方針を一転して、法令違反

を認めず、以来仲通り団地擁壁改修工事を履行していない。 

 ついては、市営住宅仲通り団地擁壁改修工事の速やかな履行を切望す

る。 
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